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令和５年１１月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 文京区長及び副区長給与条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 給料月額及び期末手当に係る支給月数を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 給料月額の改定（別表第１） 

(ア)  区長  １２４万６，７００円 → １２５万８，９００円（１２，２００円） 

(イ)  副区長 １００万８，９００円 → １０１万８，８００円（９，９００円） 

 イ 期末手当の支給月数の引上げ（第５条第２項） 

(ア)  区長  年間３．３０月 → 年間３．４０月（０．１月） 

(イ)  副区長 年間３．３０月 → 年間３．４０月（０．１月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵アについては令和６年１月１日、⑵イ改定②については令和６年４月

１日 

 

 

２ 文京区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 給料月額及び期末手当に係る支給月数を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 給料月額の改定（別表第１） 

   ９２万２，０００円 → ９３万１，０００円（９，０００円） 

 イ 期末手当の支給月数の引上げ（第５条第２項） 

   年間３．３０月 → 年間３．４０月（０．１月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

  

 

 

 

 

 

 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵アについては令和６年１月１日、⑵イ改定②については令和６年４月

１日 

 

令和５年１１月２２日庁議資料 

総 務 部 

（単位：月） 

 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

６月期 １．６５ 
１．６５ 

（変更なし） 

１．７０ 

（０．０５） 

１２月期 １．６５ 
１．７５ 

（０．１） 

１．７０ 

（０．０５） 

 

（単位：月） 

 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

６月期 １．６５ 
１．６５ 

（変更なし） 

１．７０ 

（０．０５） 

１２月期 １．６５ 
１．７５ 

（０．１） 

１．７０ 

（０．０５） 
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３ 文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 議員報酬月額及び期末手当に係る支給月数を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 議員報酬月額の改定（別表） 

 (ア) 議長   ９１万６，１００円 → ９２万５，１００円（９，０００円） 

 (イ) 副議長  ７８万５，２００円 → ７９万２，９００円（７，７００円） 

 (ウ) 委員長  ６４万４，３００円 → ６５万０，６００円（６，３００円） 

 (エ) 副委員長 ６１万７，４００円 → ６２万３，５００円（６，１００円） 

 (オ) 議員   ５９万５，４００円 → ６０万１，２００円（５，８００円） 

イ 期末手当の支給月数の引上げ（第８条第２項） 

  年間３．２０月 → 年間３．３０月（０．１月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵アについては令和６年１月１日、⑵イ改定②については令和６年４月

１日 

 

 

（単位：月） 

 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

６月期 １．６０ 
１．６０ 

（変更なし） 

１．６５ 

（０．０５） 

１２月期 １．６０ 
１．７０ 

（０．１） 

１．６５ 

（０．０５） 
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４ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 特別区人事委員会の勧告に伴い、職員の給与を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 給料表の改定（別表第一（行政職給料表㈠・㈡）及び別表第二（医療職給料表㈠～㈢）） 

  公民較差の解消（３，７２２円、０．９８％）に伴い、給料月額を引き上げる。 

イ 管理職員に係る期末手当の支給月数の改定（第２６条第２項及び第３項） 

(ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

一般職員 年間２．４０月 → ２．４０月（変更なし） 

管理職員 年間２．００月 → ２．０５月（０．０５月） 

(イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

一般職員 年間１．３５月 → １．３５月（変更なし） 

管理職員 年間１．１５月 → １．１７５月（０．０２５月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：月） 

職員の区分 期 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

一般職員 

６月期 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

１２月期 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

管理職員 

６月期 １．００ 
１．００ 

（変更なし） 

１．０２５ 

（０．０２５） 

１２月期 １．００ 
１．０５ 

（０．０５） 

１．０２５ 

（０．０２５） 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

一般職員 

６月期 ０．６７５ 
０．６７５ 

（変更なし） 

０．６７５ 

（変更なし） 

１２月期 ０．６７５ 
０．６７５ 

（変更なし） 

０．６７５ 

（変更なし） 

管理職員 

６月期 ０．５７５ 
０．５７５ 

（変更なし） 

０．５８７５ 

（０．０１２５） 

１２月期 ０．５７５ 
０．６０ 

（０．０２５） 

０．５８７５ 

（０．０１２５） 
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ウ 勤勉手当の支給月数の引上げ（第２７条第２項及び第３項） 

(ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

一般職員 年間２．１５月 → ２．２５月（０．１月） 

管理職員 年間２．５５月 → ２．６０月（０．０５月） 

(イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

一般職員 年間１．０５月 → １．１０月（０．０５月） 

管理職員 年間１．２５月 → １．２７５月（０．０２５月） 

改定① 令和５年１２月に支給する勤勉手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する勤勉手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 公布の日。ただし、⑵イ改定②及び⑵ウ改定②については、令和６年４月１日 

イ 適用日 ⑵アについては、令和５年４月１日 

 

 

５ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 会計年度任用職員の給与に勤勉手当を追加するほか、給与の改定等に係る規定を整備するた

め、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 給与の改定時期の変更（第３条第３項及び第４項） 

常勤職員の給料月額が改定された場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いは、原則として

常勤職員の例によるものとする。 

イ 勤勉手当の導入（第１６条の２及び第３０条の２） 

令和６年度から、原則として任期が６か月以上の会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給する。 

なお、支給額の算定方法、基準日、支給月数等については、常勤職員と同様の取扱いとする。 

(ア)  フルタイム会計年度任用職員  ２．２５月 

(イ)  パートタイム会計年度任用職員 ２．２５月 

（単位：月） 

職員の区分 期 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

一般職員 

６月期 １．０７５ 
１．０７５ 

（変更なし） 

１．１２５ 

（０．０５） 

１２月期 １．０７５ 
１．１７５ 

（０．１） 

１．１２５ 

（０．０５） 

管理職員 

６月期 １．２７５ 
１．２７５ 

（変更なし） 

１．３０ 

（０．０２５） 

１２月期 １．２７５ 
１．３２５ 

（０．０５） 

１．３０ 

（０．０２５） 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

一般職員 

６月期 ０．５２５ 
０．５２５ 

（変更なし） 

０．５５ 

（０．０２５） 

１２月期 ０．５２５ 
０．５７５ 

（０．０５） 

０．５５ 

（０．０２５） 

管理職員 

６月期 ０．６２５ 
０．６２５ 

（変更なし） 

０．６３７５ 

（０．０１２５） 

１２月期 ０．６２５ 
０．６５ 

（０．０２５） 

０．６３７５ 

（０．０１２５） 
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  ウ 令和５年度の期末手当に係る支給月数の特例（第１６条第２項及び第３０条第２項） 

(ア) フルタイム会計年度任用職員  ２．４０月→２．５０月（０．１月） 

(イ)  パートタイム会計年度任用職員 ２．４０月→２．５０月（０．１月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

    勤勉手当の導入に伴い、令和６年度以後、改定①による引上げ分は勤勉手当に割り振る。 

（単位：月） 

職員の区分 期 現行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

フルタイム会計

年度任用職員 

６月 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

１２月 １．２０ 
１．３０ 

（０．１） 

１．２０ 

（変更なし） 

パートタイム会

計年度任用職員 

６月 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

１２月 １．２０ 
１．３０ 

（０．１） 

１．２０ 

（変更なし） 

  エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵イ、⑵ウ改定②及び⑵エについては、令和６年４月１日 

 

 

６ 文京区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）等の一部改正に伴い、保険料軽減対象

の拡大を行うほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容  

ア 保険料軽減対象の拡大（第１９条の５） 

出産被保険者（出産する予定又は出産した被保険者をいう。以下同じ。）の出産の予定日又は出産日

の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の

翌々月までの期間における当該出産被保険者に係る保険料の所得割額及び被保険者均等割額を免除する。 

  イ 出産被保険者に係る届出（第２４条の６） 

    出産被保険者の属する世帯の世帯主が行う当該出産被保険者に係る届出について規定する。 

  ウ その他規定の整備 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 令和６年１月１日。ただし、⑵ウの一部については、公布の日 

  イ 経過措置 ⑵アによる保険料の軽減については、令和５年度分の保険料のうち令和６年１月以後の期

間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保険料について適用することとする。 
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７ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給与を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 給料表の改定（別表第一） 

  公民較差の解消（３，７２２円、０．９８％）に伴い、給料月額を引き上げる。 

イ 管理職員に係る期末手当の支給月数の改定（第２７条第２項及び第３項） 

(ア) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

一般職員 年間２．４０月 → ２．４０月（変更なし） 

管理職員 年間２．００月 → ２．０５月（０．０５月） 

(イ) 定年前再任用短時間勤務職員 

一般職員 年間１．３５月 → １．３５月（変更なし） 

管理職員 年間１．１５月 → １．１７５月（０．０２５月） 

改定① 令和５年１２月に支給する期末手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する期末手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：月） 

職員の区分 期 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

一般職員 

６月期 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

１２月期 １．２０ 
１．２０ 

（変更なし） 

１．２０ 

（変更なし） 

管理職員 

６月期 １．００ 
１．００ 

（変更なし） 

１．０２５ 

（０．０２５） 

１２月期 １．００ 
１．０５ 

（０．０５） 

１．０２５ 

（０．０２５） 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

一般職員 

６月期 ０．６７５ 
０．６７５ 

（変更なし） 

０．６７５ 

（変更なし） 

１２月期 ０．６７５ 
０．６７５ 

（変更なし） 

０．６７５ 

（変更なし） 

管理職員 

６月期 ０．５７５ 
０．５７５ 

（変更なし） 

０．５８７５ 

（０．０１２５） 

１２月期 ０．５７５ 
０．６０ 

（０．０２５） 

０．５８７５ 

（０．０１２５） 

 



- 7 - 

 

ウ 勤勉手当の支給月数の引上げ（第３０条第２項及び第３項） 

(ア)  定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

一般職員 年間２．１５月 → ２．２５月（０．１月） 

管理職員 年間２．５５月 → ２．６０月（０．０５月） 

(イ)  定年前再任用短時間勤務職員 

一般職員 年間１．０５月 → １．１０月（０．０５月） 

管理職員 年間１．２５月 → １．２７５月（０．０２５月） 

改定① 令和５年１２月に支給する勤勉手当の支給月数の改定 

改定② 令和６年度以後に支給する勤勉手当（６月及び１２月支給）の支給月数の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 公布の日。ただし、⑵イ改定②及び⑵ウ改定②については、令和６年４月１日 

イ 適用日 ⑵アについては、令和５年４月１日 

 

 

８ 令和５年度文京区一般会計補正予算 

（単位：月） 

職員の区分 期 現 行 
改定① 

（現行との増減） 

改定② 

（現行との増減） 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

一般職員 

６月期 １．０７５ 
１．０７５ 

（変更なし） 

１．１２５ 

（０．０５） 

１２月期 １．０７５ 
１．１７５ 

（０．１） 

１．１２５ 

（０．０５） 

管理職員 

６月期 １．２７５ 
１．２７５ 

（変更なし） 

１．３０ 

（０．０２５） 

１２月期 １．２７５ 
１．３２５ 

（０．０５） 

１．３０ 

（０．０２５） 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

一般職員 

６月期 ０．５２５ 
０．５２５ 

（変更なし） 

０．５５ 

（０．０２５） 

１２月期 ０．５２５ 
０．５７５ 

（０．０５） 

０．５５ 

（０．０２５） 

管理職員 

６月期 ０．６２５ 
０．６２５ 

（変更なし） 

０．６３７５ 

（０．０１２５） 

１２月期 ０．６２５ 
０．６５ 

（０．０２５） 

０．６３７５ 

（０．０１２５） 

 


